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１ ⽇本電気計器検定所について

JEMICの主な業務

（参考）“消費者保護”につながる検定制度の意義（参考）“消費者保護”につながる検定制度の意義

日本電気計器検定所（JEMIC）は、 「電気の取引の適正な実施の確保に資するため、
電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行い、もって経済の発展に寄与
すること」を目的として、日本電気計器検定所法により昭和３９年に設立された機関
であり、計量法に基づき電気計量に係る以下の役割を担っている。

① 取引・証明の公正確保
② 消費者保護
③ 計量の信頼性確保

① 電気計器の型式承認
② 電気計器の検定及び電気計器に付属する計器⽤変成器の検査
③ 国家標準とのトレーサビリティ確保（計測器の校正サービス）
④ 基準器検査（電気、照度）

① 不良メーターを市場に流出させない。
② 計量トラブルを抑制し供給者と消費者の紛争を未然防⽌。
③ 計量の信頼性を維持し、消費者の安⼼を確保。



（１）電気計器の種類
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2 ⽇本で普及している電気計器の種類等について

ア 単独計器︓主に⼀般家庭に設置され、計器単体で使⽤する計器。

⼀体型計器
東京電⼒他7電⼒が使⽤
2014年度ごろから導⼊

ユニット型計器
関⻄電⼒、九州電⼒が使⽤
2009年度ごろから導⼊

現在普及しているスマートメーター（第1世代）

※ 2025年度から、
導⼊が進められている
スマートメーター

（第2世代）は、
全国統⼀仕様。

イ 変成器付計器︓ビルや⼯場に設置され、計器⽤変成器（変圧器、変流器）を組合せて使⽤する計器。

変成器付計器 計器⽤変成器

＋

変成器付計器には、普通級（検定公差2％）、精密級（検定公差1％）、特別精密級
（検定公差0.5％）の階級があり、計器⽤変成器と組み合わせた誤差が検定公差以内で
合格。また、変成器付計器は、契約電⼒の⼤きさにより、有効電⼒量計、無効電⼒量計、
最⼤需要電⼒計の機能を有する。

※ ⼀般家庭に設置される普通級の計器
の使⽤公差は3％



（２）電気計器の設置・使⽤状況
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2 ⽇本で普及している電気計器の種類等について

380

700

2,980

190

9901,440
580

270880 90

単位（万台）

エリア別の設置台数

特別⾼圧・⾼圧
⼤⼝需要家
約5万台

⾼圧
⼩⼝需要家
約90万台

低圧需要家
約8,200万台

500kW以上

50kW以上

契約電⼒

契約電⼒1万kW以上 特別精密級 0.5%
500kW以上1万kW未満 精密級 1.0%

電灯及び500kW未満
普通級 2.0%（検定公差）

エリア別のおおよその設置台数は
右の図のとおり。

検定公差



（３）電気計器の構造原理

5

Copyright© Japan Electric Meters Inspection Corporation. All Rights Reserved.

2 ⽇本で普及している電気計器の種類等について

単独計器 変成器付計器

⼀次電池

電解コンデンサー

電⼦基板

検出部
（CT等）

演算部
（CPU等）

表⽰部
（液晶）

液晶

電圧⼊⼒
電流⼊⼒

電気計器

測定原理（電⼦式計器）

半導体チップ

抵抗素⼦

CT

機械式計器
（従来）

計量機構は、
機械部品で構成

電⼦式計器
（現⾏）

計量機構は、電⼦回路で構成



（４）第１世代・第２世代スマートメーター
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2 ⽇本で普及している電気計器の種類等について

第１世代スマートメーター（旧JIS基準）
ユニット型 ⼀体型

主な仕様
内 容項 ⽬

有効電⼒量計測機能
30分値計測粒度

Aルート、Bルート通信機能
Wi-SUN、PLCBルート通信

第2世代スマートメーター（新JIS基準）

仕様の統⼀
機能変更の主旨

①レジリエンス強化
②デマンドレスポンス
③市場の機会拡⼤
④再エネ拡⼤

2025年度下期から
導⼊開始。

多機能化、測定粒度の
短縮により、計量データが
増加し、メーター内部の
消費電⼒も増加。
⽔道やガスメーターとの
共同検針を検討。

上記の他に、マンション⼀括受電契約の下で各部屋との契約が⾏われる際に使⽤する電気計器がある。

主な仕様
内 容項 ⽬

有効、無効電⼒量計測機能
1分、5分、30分値計測粒度
A、B、IoTルート通信機能
Wi-SUN、Wi-FiBルート通信

全国統⼀
仕様



（１）電気計器の型式承認試験
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3 電気計器の型式承認試験と検定試験について

型式承認試験

合
格

新JIS
（現在）旧JIS試験項⽬

６６特性試験

3117影響試験

９６EMC試験

11９耐候・耐久
試験

5738合計

新JISの試験項⽬数は、
旧JISの約1.5倍。

電磁波障害試験室

注⽔試験装置

外部磁界の影響試験装置

型式承認番号を付与

拡⼤

電気計器



（２）電気計器の検定試験
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3 電気計器の型式承認試験と検定試験について

外観構造試験
絶縁試験
潜動試験
始動試験
計量試験

器差（誤差）試験
合否判定・封印

表記、形状確認
電気的安全

無負荷時の無計量
微⼩電⼒の計量
計量機能の誤差
電流ごとの器差

検定試験

単独計器は、検定証と有効年⽉ラベルを付与。
変成器付計器は、検定番号、変成器は合番号も付与。

60A計器の器差試験の電流値 1/2
(30A)

1/1
(60A)

1/1
(60A)

1/5
(12A)

1/30
(2A)

1/6
(10A)

1/60
(1A)

1/120
(0.5A)

旧JIS

新JIS

検定ラベル

単独計器⽤検定証
（封印キャップ）

合
格

変成器付計器⽤
検定証

器差試験の電流範囲が拡⼤

2036 2



（３）指定製造事業者制度（製造メーカーによる⾃主検査）
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3 電気計器の型式承認試験と検定試験について

1992年（平成４年）に計量法が全⾯改正され、優れた品質管理能⼒を有するものとして
通商産業⼤⾂の指定を受けた製造事業者は、JEMICへの検定に代えて、特定計量器検定検査
規則の基準等に基づく検査を⾏い、基準適合証印を表⽰することができるようになり、1999年
（平成11年）に指定製造事業制度による製造事業者の⾃主検査が開始。

基準適合証印

取引・証明に使⽤
（検定有効期限まで）

検定制度の流れ

（検定）

取引・証明に使⽤
（検定有効期限まで）

（指定製造事業者）

指定製造事業者の指定

〈初回〉 〈２回⽬以降〉

製造事業者 製造事業者 修理事業者

型式承認

⾃主検査

型式承認

検定 検定



（１）電気計器の検定有効期間とその変遷
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４ 電気計器の検定有効期間について

電気計器の検定有効期間は、
適宜⾒直しが⾏われており、
現在のスマートメーターは10年と定められている。 ＜電気測定法＞

1910年 1967年 1979年 1983年 1993年 2002年 2007年
（明治43年） （昭和42年） （昭和54年） （昭和58年） （平成5年） （平成14年） （平成19年）

20A 機械式
60A 電⼦式 10

30A 機械式
120A 電⼦式

機械式
電⼦式

機械式※1

電⼦式

機械式
機械式※2 7
電⼦式※3 7

機械式
電⼦式 7

機械式
電⼦式 7

検　定　有　効　期　間

最⼤需要電⼒計 5A 5

変成器付
計器

5A 5

無効電⼒量計　 5A 5

250A 10

200A 7 10

7 10

＜ 旧 計 量 法 ＞ ＜ 現 ⾏ 計 量 法 ＞

＜　　電気計器の種類　　＞

単独
計器

電⼒量計

5
7

※1 H18.08.23まで使⽤。現在なし。
※2 有効期間５年の機械式以外のもの。
※3 定格電圧が300V以下の電⼒量計で定格⼀次電流が120A以下の変流器とともに使⽤されるもの（定格⼀次電圧が300Vを超える変成器とともに使⽤されるものを除く。）



（１）電気計器技術課題等研究会
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５ 電気計器技術課題等研究会について

 「電気計器技術課題等研究会」は、経済産業省資源エネルギー庁の指導の下、⽇本電気計器検定所に
おいて、学識経験者、電気事業者（送配電会社）、製造事業者、修理事業者等の関係者の協⼒により
設置した。

 研究会で、電気計器に係る規制緩和要望等について、適正な計量の実施を確保する観点から、技術的な
⾒地により妥当性の検討を⾏っている。

（２）WG２︓電⼦式変成器付電気計器の有効期間の延伸

 上記の研究会では、ワーキンググループ（WG2）を設置しており、WG２において、「電⼦式変成器付電気
計器の有効期間の延伸」について検討し、有効期間の延伸を評価するために、有効期限に近づく電気計器
を⽤いて、フィールド試験を実施することにした。

 なお、フィールド試験の調査期間は、有効期間10年までの延伸を⽬標とし、収集する計器が5年〜7年未満
経過後の計器となることから、５年間のフィールド試験とした。

５年〜７年未満経過の抽出計器のデータ

左記の計器を⽤いた
５年間のフィールド試験のデータ

有効期間10年までの
延伸可否の検討


